
学校給食における食中毒発生防止及び食物アレルギー対応連絡会議

学校給食における衛生管理の
  徹底について

令和５年度

千葉県教育庁教育振興部

保健体育課
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本日の内容
◆食中毒発生状況

◆令和５年 千葉県において発生した食中毒事故

◆学校給食における食中毒防止の徹底について
（通知）

◆衛生管理の注意点

◆情報提供



令和４年度 食中毒発生状況

令和5年度健康教育食育行政担当者連絡協議会資料より



令和４年度学校給食を起因とした
食中毒の概要

5月20日(金曜日)、「同じ給食弁当を食べた複数の中学校の生徒と職員が腹痛、下痢等の症状を呈
している。」旨の連絡が保健福祉事務所にありました。
当該給食弁当を調理している飲食店を所管する保健福祉事務所で調査を行ったところ、食中毒様症

状を呈している人の共通の食事がこの飲食店が提供した給食弁当だけであること、症状が共通してい
ること、患者を診察した医師から食中毒の届出があったことから、本日、この飲食店が提供した給食
弁当を原因とする食中毒と決定しました。

5月19日（木曜日）に提供されたメニュー
チキンのプロバンス風、じゃが芋とツナのカレー炒め、
パスタサラダ、マンゴーゼリー

神奈川県ホームページより

原因物質 ウエルシュ菌



ウエルシュ菌
★動物の腸管、土壌、水中など自然界に広く生息する細菌です。★酸素が少ない環境を好
み、熱に強い芽胞を作ります。★このため、食品を大釜などで大量に加熱調理すると、食
品の中心部が無酸素状態となり、加熱により他の細菌が死滅してもウエルシュ菌の芽胞が
生き残ることがあり、食品の温度が発育に適した温度まで下がると急速に増殖を始めます。
★ウエルシュ菌が大量に増えた食品を食べると、腸管内でウエルシュ菌が毒素を作り、こ
の毒素が症状を引き起こします。

〇中毒の事例では、給食などで大量に加熱調理されたカレー、シチュー、スープ、

野菜煮付けによるものがあります。

潜伏時間：6～18時間 主な症状：下痢、腹痛

ウエルシュ菌食中毒予防のポイント
1 前日調理、調理後の室温放置を避け、加熱調理したものはなるべく早く食べましょう。

2 大量に加熱調理した食品をやむを得ず保管するときは、小分けするなどして急速に冷
却しましょう。

神奈川県ホームページより



令和５年 千葉県において発生した
食中毒事故

5月8日（月曜日）及び9日（火曜日）に当該中学校の給食施設が提供した食事
（主な献立）5月8日（月曜日）たけのこごはん、かつおのみそ和え 等

5月9日（火曜日）きな粉揚げパン、鶏肉と春野菜のスープ煮 等

病因物質 ノロウイルス

千葉県ホームページより

患者数 60名（調査中）
（内訳）男性29名（12～55歳）女性 31名（12～59歳）
受診状況
医療機関受診者22名、入院患者なし



概要
令和5年5月10日（水曜日）午前10時頃、「市内の中学校の生徒及び職員
複数名が嘔吐、下痢等の症状を呈している」旨の通報が保健所にあり、
調査を開始した。
調査の結果、中学校１校の生徒及び職員のうち、5月8日（月曜日）及び9
日（火曜日）の給食を喫食した810名中60名が、下痢、嘔吐、発熱等の症
状を呈し、22名が医療機関を受診していることが判明した。
患者に共通する食事は、当該中学校の給食施設が提供した食事に限られ
ており、患者及び検食※から食中毒の病因物質であるノロウイルスが検出
されたこと、患者の発症状況がノロウイルスによるものと一致したこと、
患者を診察した医師から食中毒患者等届出票が提出されたことから、本
日、保健所長は、当該中学校の給食施設を原因施設とする食中毒と断定
し、営業停止処分を行った。
なお、患者は全員快方に向かっている

※検食：衛生検査用に保存する食品のこと

千葉県ホームページより



ノロウイルスとは？
•ノロウイルスはヒトの腸管で増殖し、嘔吐や下痢等を起こすウイルスです。
•数十個から百個程度のウイルスを摂取することで感染が成立すると言われています。
症状は？
•潜伏期間は24～48時間で、嘔吐、下痢、吐き気、腹痛が主な症状です。通常3日程度
で回復します。
•感染しても発症しない場合（不顕性感染）や発症しても軽い風邪のような症状の場
合もあります。
•子供や高齢者など抵抗力の弱い方や乳幼児では重症化したり、吐物を誤って気道に
詰まらせて死亡することがあります。
感染経路は？
経口感染が主な感染経路と言われています。
•汚染された二枚貝や食品を生や十分に加熱しないで食べた場合。
•ノロウイルスに感染したヒトが、手洗いを十分行わずに調理した食品を食べた場合。
•ノロウイルスに感染したヒトの便や嘔吐物の処理が不十分だった場合。など

千葉県ホームページより



千葉県結核・感染症週報（2023 年 1 月分感染症月報含む）
2023年7月2日まで

千葉県ホームページより



学校給食衛生管理基準の解説より



＊学校もその影響を受ける可能性がある
＊学校給食従事者の健康観察と手洗いを徹底する
＊児童生徒の欠席状況等を把握する
★ 献立の変更
食中毒やノロウイルス等による感染症が流行している情報を
得たら、速やかに全て加熱調理に切り替えるなど献立の変更
を検討することが必要

地域における感染症、
食中毒の発生状況に配慮



衛生管理チェック表 別紙１

千葉県内の学校給食調理場において、共通して学校給食衛生管理基準に基づいた作業等が出来ていない項目

過去5年間 改善を要した施設の割合

70％以上

２１番以降は、各施設での問題点を記入してください
50％以上

30％以上

20％以上

番号 項目 「学校給食衛生管理基準の解説」等の掲載ページ
及び内容の要約 はい いいえ

いいえの場合：改善時期

施設等により早急な改善が困難な場合食中毒防止に留意した方策
【施設全体で協議し、管理職へ報告する】

1週間以内 1か月 1年
具体的な
時期

1

衛生管理責任者が定められ、調理従事者に周知されて
いる。

・P124
原則栄養教諭等が衛生管理責任者

2

衛生管理委員会が設置され、メンバーに衛生管理の専門家が入っている。 ・P125、126
学校保健委員会を活用する等

3

献立作成委員会が設置されている。 ・P57
栄養教諭・保護者・その他関係者の意見を尊重する

4

物資選定委員会が設置されている。 ・P59
栄養教諭・保護者・その他関係者の意見を尊重し、衛生管理の専門家の助言を受ける

5

作業工程表は適切なものが作成されている。
（アレルギー対応食も記載されている）

別紙２ 参照

6

作業動線図は適切なものが作成されている。
（アレルギー対応食も記載されている。）

別紙２ 参照

7

下処理室のシンクは食品用シンク、器具等洗浄用シンクが別に設置されている。 ・P37
相互汚染を防ぐ

8

前室がある。 ・P43手洗い施設は全室、便所の個室に設置する
・学校給食調理従事者研修マニュアルP47

9

手洗いのシンクは肘まで洗える大きさのものである。 ・P43十分な幅、深さが必要
・学校給食調理従事者研修マニュアルP49

10

作業中の手洗いは「作業中の手洗いマニュアル」に従って行われている。 ・学校給食調理場における手洗いマニュアルP1-3、13
基本は汚れ等を物理的に洗い流すこと

11

調理場は汚染作業区域・非汚染作業区域に明確に区分され、台車、人の行来はない。 ・学校給食調理従事者研修マニュアルP26-31
・改善事例 同P32-36
※人の行来をしない

12

汚染作業区域から非汚染作業区域への食品の受け渡しはカウンター等を経由し、食品のみが移動して
いる。

・学校給食調理従事者研修マニュアルP26-31
・改善事例 同P32-36
※食品のみが移動する

13

冷蔵庫は汚染作業区域に原材料用、非汚染区域に調理用が設置されている。 ・P39
・学校給食調理従事者研修マニュアルP26‐27
汚染を非汚染区域に持ち込まない

14

アレルギーの原因となる食品の混入防止のため、専用室や作業スペース等が整備されている。 ・学校給食における食物アレルギー対応指針P24.25
区別化し事故を防止する

15

検収時において食品を専用容器に入れ替えた。 ・P66-75
・学校給食調理従事者研修マニュアルP57
搬入容器は微生物や泥などで汚染を受けている

16

調理後２時間以内の喫食となっている。 ・P111 適切な温度管理を行う（１０℃以下又は６５℃以上）
・作業工程を工夫する
・P114 容器・運搬車の整備

17

下処理室や調理室では食品が全て搬出された後に容器等の洗浄が行われている。 P53
食品がある間は洗浄を開始することができないため、洗浄室に持ち込んで洗浄する

18

調理従事者専用便所の個室には、専用の履き物、手洗い、石けん液、 消毒用アルコール、ペーパータオ
ルがある。

・P29
・学校給食調理従事者研修マニュアルP64
特に用便後の手指を介して汚染源となる

19

洗浄・消毒に当たっては「調理場における洗浄・消毒
マニュアル」を活用し行われている。

partⅠ：食品、設備等、調理器具、容器等、調理衣、スポンジ等
partⅡ：施設、食器、手洗い、便所
参考にして確実に洗浄と消毒を行う
別紙３ 参照

20

調理に当たっては「調理場における衛生管理＆調理技術マニュアル」を活用し行われている。 衛生管理と調理技術が共に向上してこそ、おいしい学校給食が安全に提供できる

21

22

23

24

25

別紙２
作業工程表・作業動線
図 について
【確認結果】

作業工程表×の番号

作業動線図×の番号

教保体第550号 令和5年6月29日より

学校給食における
食中毒防止の徹底
について（通知）



作業工程表
各調理員の午前中の作業の流れを時間を追って示し、

二次汚染を防止するために作成しています

13

①汚染作業区域と非汚染作業区域の区分（表の色分け等）

②献立名の記載

③時間の記載（タイムスケジュール）

④記号でない担当者名の記載 （例Ａではなく 千葉 等）

⑤調理等に関わる担当者ごとに、全時間帯、調理作業内容の記載

⑥衛生管理ポイントの指示

⑦危害リスクが高い食品（肉・魚・卵等）の担当者や扱う時間を記載

⑧変更が生じた場合には赤字等で修正

「×」
の

あった施設

赤字：今日
から改善

青字：来週
から改善

教保体第550号 令和5年6月29日より



14

①食品を搬入口から記載

②食品の保管部分を記載

③汚染・非汚染作業区域の区分及び機械や器具等を記載

④汚染・非汚染作業区域に食品を受け渡す場所又は台等を記載

⑤調理後の食品を配膳する場所（配膳棚・配膳室）を記載

⑥献立名と使用食品を正しく記載

⑦交差汚染を防ぐために色や線種を分けた明確な動線

⑧変更が生じた場合、赤字等で修正

作業動線図
食品の動線を示し、交差汚染による

二次汚染を防止するために作成しています

「×」
の

あった施設

赤字：今日
から改善

青字：来週
から改善

教保体第550号 令和5年6月29日より



15

洗浄・消毒について確認
をお願いします

教保体第550号 令和5年6月29日より



食中毒であることが確定する前（疑い）

の段階で報告してください。

保健所との連携も
大切です。

食中毒は休日に発覚す
る場合があります。関係
機関との連絡体制につい
て確認してください。

16

事故の報告について



情報提供



文部科学省



千葉県ホームページより

千葉県・千葉市教員等
育成指標
栄養教諭育成指標
令和５年８月策定



今後とも 千葉県の子どもたちの笑顔のために
安全安心な学校給食の実施をお願いいたします。
ご清聴ありがとうございました。
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